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第１章 総  則 
 
    第１節 一般事項 
 
    第１条 概 要   
     本仕様書は、（そ-4）平瀬浄水場第3系列沈砂池除塵機更新工事に適用するものである。 

      本特記仕様書に特に定めない事項については国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「電気設備工事
共通仕様書（最新版）」・「機械設備工事共通仕様書（最新版）」及び、日本下水道事業団「電
気設備工事一般仕様書（最新版）」・「機械設備工事一般仕様書（最新版）」並びに甲府市上下
水道局職員「以下監督員と記す」と協議の上、その指示によるものとする 

 
      第２条 試 験 
          各種試験は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「電気設備工事共通仕様書（最新版）」・「機

械設備工事共通仕様書（最新版）」並びにその他関係規定により実施するものとする。尚、事前に
試験内容の説明及び手順書を作成し、監督員の承諾を得てから行うものとする。 

 
      第３条 事前調査 
          請負者は工事着手に先立ち、現地の状況、関連工事、その他についての綿密な調査を行い、十分        

状況把握の上、工事を施工しなければならない。 
 
      第４条 疑義の解釈 

1. 本特記仕様書及び設計書に疑義が生じた場合は、監督員と協議の上、施工するものとする。 
2. 仕様書、設計図書に明示されていない事項があるとき、また内容に相互符号しない事項があ

るときは、双方協議の上定めるものとする。 
      第５条 法令の遵守 

1. 本工事の施工にあたり、請負者は関係法規及び、条例、規定等関係諸法令規を遵守しなけれ
ばならない。 

2. 下請け施工体系図の作成及び提出 

 「甲府市暴力団排除条例の施工に伴う、公共工事から暴力排除」を目的として、受注者

は、下請負者を用いる場合には、金額・工種の如何にかかわらず、末端の下請負者まで反

映させた「下請負施工体系図」を作成し、遺漏・誤謬が無いよう記載内容を十分確認の上、

遅延なく監督員へ提出するものとする。 

 なお、提出は打合せ簿によるものとする。ただし、メールによる提出も可能のものとし、

この場合は、後日、打合せ簿を提出する。 

 
第２章 工事概要及び機器の仕様 
 
  第１節 概  要 
            本工事は、平瀬浄水場沈砂池3号除塵機の更新工事であり、自動除塵機の撤去・新設工事を行

うものである。 

 

第２節 機器類構成 

１.設置機器類等 

（１）自動除塵機                 １基 

 

２.撤去機器類等 

（１）自動除塵機                １基 

（２）トラフ洗浄用水中ポンプ    １台 
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  第３節 機器類仕様 

１． 使用目的 

本機器は、取水する原水中に浮遊している河川からの流入物（塵、植物の葉など）を除去

し、浄水場の水処理に影響をあたえることのないよう使用するものである。 

２． 機器仕様 

     （１）形  式：ベルト走行式自動除塵機（ワイヤーベルト方式） 

     （２）掻揚速度：3.0m／min 

     （３）水路幅×水路高：河川水 2000 ㎜×4100 ㎜ 

（４）スクリーン傾斜角：75度 

     （５）動  力：3相×AC200V×50Hz×1.5kw 

     （６）数  量：1基 

    

  第４節 構造概要 

     本機器は、上部スプロケットにより SUS 製のプレートを加工した格子状のネットを連続して移動

させ、ネット表面に木の葉や木片等の塵芥を付着させることで、塵芥を捕捉・掻揚げるものである。

また、ネットは格子状かつ連続移動のため塵芥等を水面張力によりネット状に付着させ、目幅以下

のものまで捕捉し、回転ブラシによって付着した塵芥を剥離させ、木片等の固形物は、ワイヤーベ

ルト上に並列されているフライトにより連続的に掻き揚げられ、機外に排出するものである。 

 

  第５節 制作条件   

１． 本装置の各部の強度は、十分な安全率をとるものとする。 

２． 強度計算は、全負荷荷重が片側に掛かったものとして計算すること。 

３． 装置各部の強度は十分であっても、腐食摩耗のおそれがある部分は肉厚を考慮する。 

４． スクリーンの強度は、水位差及び流入浮遊物等を考慮し、強度的に問題のない構造とする。 

 

  第６節 各部の構造 

１． 駆動装置 

（１） 駆動装置は、電動機と減速機を使用し、駆動軸への伝達はチェーン・歯車又は直結に

て駆動する。 

（２） 駆動用伝導ローラチェーンの緊張用として、スライドできるベースを設けること。 

（３） 主軸は、十分なる強度を有し、捩りモーメント及び曲げモーメントを同時に受けた場

合に於いても十分安全なものとする。 

 

２． 軸 

主軸は、SUS304 の 1 本物とし、十分な強度を有し、スプロケットホイールは軸にキーにし

て固定し、軸と軸受はスラストによって移動しないように強固に固定する。 

 

３． 回転・下部セパレータブラシ 

下部セパレータブラシは合成樹脂製とする。 
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４． フレーム 

フレームは形鋼および板厚 5 ㎜の鋼板製とし、溶接およびボルトで強固に組立、溶接歪み、

曲り等のない構造とする。 

 

５． ワイヤーベルト 

（１） 材質は、SUS304 とする。 

（２） 目幅は、□10 ㎜とする。 

（３） ワイヤーベルトはワイヤーベルト駆動スプロケットにより、ワイヤーベルトのロッド

と同一ピッチで歯先を加工したものとする。 

（４） 駆動スプロケットは、複数取付け、ワイヤーベルトの撓みと蛇行を防止する構造のも

のとする。 

（５） スクリーン部は、チェーンブロックにより吊り上げが可能なものとする。 

 

   第７節 使用材料 

１． フレーム 本体 SUS304 

２． ワイヤーベルト SUS304 

３． ワイヤーベルト駆動スプロケット SUS304 

４． チェーン 特殊鋼 

５． セパレータブラシ 合成樹脂 

 

   第８節 保護装置 

１． 機械的保護装置：過負荷防止用減速機内臓トルクリミッタ 

機械式トルクスイッチ（必要な場合） 

 

   第９節 運転・操作概要 

１． 除塵機操作 

       自動 

       手動（運転・停止） 

     

   第１０節 試験・検査 

１． 一般事項については、機械設備工事一般仕様書による。 

 

   第１１節 標準付属品 

１． アンカーボルト M20 1 式 

２． 取付架台（ヒンジ構造） 

３． 吊り上げ用チェーンブロック・ワイヤー 1台 

      

   第１２節 工事範囲 

１．既設3号自動除塵機及びトラフ洗浄用水中ポンプの撤去工事 

２．上記に伴う配線、配管の撤去工事 

３．新設3号自動除塵機の製作・据付工事 
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４． 上記に伴う配線、配管工事、試験調整 

５． 既設ベルトコンベアとの位置調整 

  除去した流入物がベルトコンベアのベルト部に排出すること 

６． その他上記に伴う諸工事 

 

 



 

 5

第３章 提出図書類 

 
    本工事において請負者は次の書類を提出すること。 

     第１節 承諾図書類 

               部数 ２部 

                本工事における機器製作等については、速やかに特記仕様書及び設計図書類に基づき、設

計、製作、施工等に関し詳細な打合せを行い、その結果をまとめて承諾願いとして提出し、

本局の承諾を得るものとする。 

               承諾図書類は次のとおりとする。 

①機器図 

                  ②機器配置、据付図 

                  ③工事施工計画書 

                  ④工事施工図 

                  ⑥その他監督員が指示する図書類 

 

    第２節 完成図書類 

              ・竣工検査用 １部  

      ・電子版 １部（CD-R又はDVD-Rとする） 

※電子版の内容について 

以下の項目を整理し、データ（PDF及びCAD）で提出すること。 

①目次 

②機器図 

③施工図 

④取扱説明書 

⑤その他（監督員の指示したもの） 

 

      第３節 工事写真 

                部数 １式 

       ・電子媒体及び紙により納品すること。 

       ・納品時には、正副１部ずつを納品すること。 

       ・使用する媒体は、ＣＤ－Ｒとする。ただし、やむを得ない理由がある場合に限りＤＶＤ－

Ｒの使用も可とする。 

       ・電子媒体に対して、必ずウイルスチェックを行うこと。 

        （ウイルス対策ソフトは特に指定しないが、最新のウイルスも検出できるように最新のデ

ータに更新したものを利用すること） 

       ・電子媒体には、以下の情報を明記すること。 

①工事名称 

          ②工事場所 

               ③契約番号 

          ④発注者担当部署名称 

          ⑤請負者名称 
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          ⑥作成年月 

          ⑦何枚目／総枚数 

          ⑧ウイルスチェックに関する情報 

          ⑨ＣＤ－Ｒフォーマット形式 

          ⑩電子媒体の内容の原本性を証明するために、直接署名又は捺印を行う。 

       ・電子納品される写真データは、ＰＤＦ形式、エクセル等で編集したもので、従来の印刷物

写真と同様な確認ができるものとする。 

       ・写真データは、工種種別、撮影項目ごとに分類し、工事の進捗に合わせて編集し、容易に

確認できるファイル名・フォルダ名を付して整理すること。 

       ・工事写真の検査は、電子データで検査することを原則とするが、印刷物又は電子データと

併用で検査することも可能とし、その範囲は受発注者との協議による。 

       ・検査に使用する機器の準備と操作は、受注者が行うことを原則とする。 

       ・やむを得ない理由により、電子納品できない場合は、受発注者との協議により  

        従来の印刷物による納品も可とする。 

・ここに定めなきことは、協議により決定する。 

 

第４章 安全管理 

  現場内の安全確保 

１．   請負者は、現場内の安全確保を図るため、機械設備工事一般仕様書他、土木工事安全施工

技術指針及び建設機械施工安全技術指針等を参考として、常に工事の安全に留意し現場管理

を行わなければならない。 

２．  工事の施工にあたり関連する法令の主なものは次のとおりであるが、これらの諸法令を遵

守し、工事の安全かつ円滑な進捗を図るとともに、諸法令の運用は請負者において行う。 

・労働基準法 

      ・労働安全衛生法 

      ・建設業法 

      ・消防法 

      ・その他 

３．  建設機械等の沈砂池までの移動経路で、交通に支障をきたす恐れのある場所に交通誘導警

備員を配置し、安全な交通管理に努めること。 

４．  建設機械等の沈砂池までの移動経路で、平瀬浄水場内を通行する場合には、経路上の管路

やマンホール部分に敷板で養生を行うこと。 
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第５章 週休2日制適用工事 

  本工事は月単位の週休2日制適用工事である。 

１ 週休2日の考え方 

（１） 「月単位の週休2日」とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行った

と認められる状態をいう。 

（２） 「完全週休2日（土日）」とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1

週間に2日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 

（３） 「月単位の4週8休」とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下「現場閉所

率」という。）が28.5％（8日/28日）の水準の状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の

閉所では28.5％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている

場合に、4週8休（28.5％）以上を達成しているものとみなす。 

（４） 「対象期間」とは、工期全体から「準備期間と片付け期間を除く期間」をいう。 

 

２ 週休2日制の取組内容 

（１） 週休2日は月単位を基準として実施し、さらに、質の向上を図る完全週休2日（土日）に取り

組むことができる。 

（２）  適用工事の受注者（以下「受注者」という。）は、現場施工に着手した日から現場が完了

する日までの間（ただし、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期

間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者からあらかじめ対象外としている内容

に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など。）は除く。）、

週に2日間現場閉所することに努めるとともに、労働環境にも配慮する。 

 なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとす

る。 

（３） 受注者は月単位の週休2日現場閉所（計画・実績）書又は完全週休2日（土・日）現場閉所

（計画・実績）書等に現場閉所日を示し、施工計画書により発注者に提出する。 

（４） 月単位の現場閉所日は、原則として土曜日又は日曜日とするが、受注者の意向により別の日

に定めることもできる。 

（５） 完全週休2日（土日）において、土日に加えて、受注者自らが土日以外にも現場閉所するこ

とは可能とする。ただし、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前

に協議した上で、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。災害対応等で土日に代わ

る代替日の設定が困難であり、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる

場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定する。 

 なお、やむを得ず平日に現場閉所し、土日に施工が必要な場合があることから1週間の定義は

「月曜日から日曜日まで」を基本とする。 

 また、夜間工事は曜日を跨ぐため、週7回の夜間のうち、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜

日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所を行っていれば完全週休2日（土日）を達成しているとみな

す。 

（６） 受注者は対象期間中、作業状況や天候等で現場閉所日を変更する場合は、振替休日等を設定

し、事前に発注者に連絡する。 

（７） 受注者は、最終の現場閉所後速やかに「適用工事」の取組実績について、週休2日の実施方

法を（月単位又は完全週休2日（土日）で）記載して発注者に提出し、確認を受けるものとす
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る。 

（８）  完全週休2日（土日）を達成したものは完全週休2日（土日）の補正係数により増額変更で

きるものとする。 

（９）  月単位の4週8休に満たないものは補正係数なしの減額変更を行うものとする。 

（１０）  受注者の責によらず工期内に工事を完成することができないと判断した場合は、「甲府市

建設工事請負契約約款」第21条の規定による工期の延長変更を請求することができる。また、

発注者は受注者から工期の延長変更の請求があった場合は、「甲府市設計変更基準」に基づ

き、適切に対応するものとする。 

 

３ 周辺住民への周知 

 受注者は、工事現場の公衆の見やすいところに、「週休2日制適用工事」であることを記載し

た掲示をする（A3程度）。 

 


